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高齢者施設（入所施設）職員等に対するＰＣＲ検査について 

 

 日頃、新型コロナウイルス感染症防止対策の徹底に御協力いただきお礼申し上げます。 

県では、高齢者施設の職員及び新規入所者等に対するＰＣＲ検査事業を５月末まで実施

することとしていましたが、これを下記のとおり延長する予定です。 

なお、正式な通知につきましては、追って送付しますので、御理解、御協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

記 

１ 高齢者施設職員へのＰＣＲ検査 

 ・２週に１回ＰＣＲ検査を無料で受検できます。 

 ・令和４年６月末まで延長することとしました。 

２ 高齢者施設の新規入所者等を対象としたＰＣＲ検査 

 ・令和４年６月末まで延長することとしました。 

 ・お手元に未使用のキットがある場合は（にしたんクリニックのキット）、６月中にお 

いても引き続き使用できます。 

※検査の実施方法や申込方法等については、５月実施分と同様とする予定ですが、追 

って正式な通知で御案内いたします。 

※上記１、２は、千葉市、船橋市、柏市に所在する施設は対象外となります。 
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